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【本判決の要旨、若干の考察】

１．本件訂正発明５（請求項４を引用する請求項５）
【請求項１】
ＲＦＩＤインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のスイッチを押すことで生
成されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを
希望する被保護情報に対するアクセス要求として受け付ける受付手段と、前記トリガ信号に応答して、
ＲＦＩＤインターフェースを有するＲバッジに対して当該Ｒバッジの製造時に書き込まれた書換不可
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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所≫

特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
（サブコンビネーションの相手方の構成等が発明特定事項でないと

判断された事例。⇒進歩性×）［上］（全２回）
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